
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「明日は笑いながらやってくる」 
～歌＆トークで感じる人権～ 

月 日(日) 13:30～15:00 
 

場所:中央公民館 

音楽ユニットふれあい 講師 

「ひきこもりについての理解と支援」 

月 日(金) 19:00～20:30 
 

場所:ほくほくプラザ 

鳥取県立精神保健福祉センター 所長 原田
は ら だ

 豊
ゆたか

さん 
講師 

「自分らしくってなに？」 

月 日(金) 14:00～15:15 
 

場所:北条中学校 

ＬＧＢＴ理解啓発講師 講師 

月 日(火) 14:00～15:15 
 

佐藤
さ と う

 みどりさん 

場所:大栄中学校 

令和７年度 分かりやすいじんけんの話 

 春の日差しも心地よく、色とりどりの花が咲き誇り、まさに春爛漫。心も体も軽やかになりますね。さて、

新年度がスタートしました。これからもほくほくプラザがみなさんにとって町の人権発信拠点というだけで

なく、いろいろな年代の方が楽しく交流できる場として利用していただけるよう、職員一同、新たな気持ち

で事業に取り組んでまいりますのでよろしくお願いします。 

月 日(金) 19:00～20:30 
 

場所:ほくほくプラザ 

北栄町役場 福祉課職員 講師 

「安心して生活できること」～生活困窮者への支援を通じて～ 

月 日(金) 19:00～20:30 
 

場所:ほくほくプラザ 

とっとり被害者支援センター 専務理事兼事務局長 森山
もりやま

 慎一
しんいち

さん 講師 

「犯罪被害者の実像とその支援」 

令和７年 ４月号 

「子どもも保護者も笑顔になる接し方について」 

月 日(金) 19:00～20:30 
 

場所:ほくほくプラザ 

いじめ・不登校総合対策センター 教育相談担当 指導主事 講師 山口
やまぐち

 功
いさお

さん 

松嶋
まつしま

 まゆみさん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 火  

2 水 
○児 「鳥取砂丘コナン 

   空港へ行こう！」 

3 木  

4 金  

5 土  

 6 日  

7 月  

8 火  

9 水  

10 木  

11 金 おしゃべりサロン 

12 土 習字教室 

13 日 絵本の読み聞かせ会 

14 月 午前休館 

15 火  

16 水  

17 木  

18 金  

19 土 ○児 「チョコポップコーン作り」 

20 日  

21 月 午前休館 

22 火  

23 水  

24 木  

25 金  

26 土 習字教室 

27 日  

28 月 午前休館             

29 火 昭和の日／休館 

 30 水  
 

※行事の申し込みが終了している場合もあります。 

詳しくは、ほくほくプラザ（３７－４６７６）まで 

 

開館時間 

9 時～17時 15 分 

 

 

ことば探しと 

おしゃべりサロン 

文字表の中から言葉を探して、 

簡単な脳トレをしましょう！ 

4 11

ほくほく
ポイント
対象事業 

絵 読 本 の せ 聞 会 か み 

4 13 10 00

大人気！子供服リユースコーナーも開催！ 

ご不要になった子ども服やおもちゃ、ベビー用品があればお譲りください。 

災害と人権 
 

～災害と SNS～ 
平成２３年３月１１日の東日本大震災の発生時、私は友人に会うために東京都内に居ました。友人宅に宿

泊する予定でしたが、地震の影響で公共交通機関は全てストップ。帰宅困難者となりました。SNSでの情

報を頼りに、一晩過ごせるお店を見つけることができました。 

一方で、災害時にはデマや誤情報、差別や人権侵害、詐欺等の犯罪に加担しかねない情報などが多く発

信されるのも事実です。 

平成２８年 4月に発生した熊本地震の際には「ライオンが動物園から脱走した」 という内容が SNS に

投稿されました。また、昨年１月の能登半島地震後には救助要請に関する偽情報や「外国人の窃盗団がマイ

クロバスで来ている」という、外国人に対する差別に繋がる情報が拡散されました。 

スマートフォン等から様々な情報にアクセスできる便利な世の中になりましたが、一旦冷静になり、情報

の正確性や妥当性を見極める力が必要となります。 

 

～令和７年度「人権を学ぶ会」について～ 
令和７年度「人権を学ぶ会」の学習テーマは、災害と人権に決定しました。要配慮者自身に求められるこ

とや、地域の人たちに求められることについて、「自助」「共助」の両面から学びます。  

「人権を学ぶ会」をとおして、自分も相手も尊重し、誰もが自分らしく生きられる社会をめざしましょう。 

 
※要配慮者・・・高齢者、障がいのある人、難病の人、乳幼児や妊産婦、外国人など災害の際に、特に配慮

が必要な方々のこと 

 


